
             

 
鳥インフルエンザ A（H7N9） 

５月６日～指定感染症 

＊生命や健康に深刻な被害を与える恐れのある緊急時に 

迅速な対応をするために政令で一年間に限って指定される。 

＊必要に応じて検疫・質問・診察・健康監視等の対応が 

法に基づいて出来る。 

 
      ＜感染症法の一部改訂に伴う院内マニュアル差し替え＞ 

          院内ﾎﾟｰﾀﾙ 

            ﾏﾆｭｱﾙ 

           感染管理室 

         Ⅱ 感染症別対応 

☆医師及び指定届出機関管理者が 

都道府県知事に届け出る基準 

       ☆届出様式（全数） 
 

＜厚労省ホームページ＞ 

鳥インフルエンザ A（H7N9）について  

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/ 

infulenza/h7n9.html 
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